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(57)【要約】
【課題】押出成形品であるチューブ体の外表面に木目調
のような多様な模様が、触感的にもその凹凸が十分に認
識される加飾効果を有するチューブ容器を提供すること
を目的とする。
【解決手段】多層共押出し用ダイスを用い基体層に加飾
層を積層したチューブ体を成形する方法において、加飾
層樹脂には、ダイス出口でダイスエル効果が十分発揮さ
れる範囲の溶融粘度の高い合成樹脂を使用し、加飾層流
路の合流点直前部分に流路クリアランスを周期状に遮断
する遮断手段を配設し、加飾層樹脂の溶融粘度と、遮断
手段による加飾層流路の遮断の態様と、引取機による引
取速度の組み合わせにより、加飾層樹脂の流動態様を合
流点で多様に変動せしめると共に、ダイス出口における
、ダイスエル効果と引取機による伸張効果により加飾層
樹脂を突条状に変形せしめ、成形品外表面に流動態様の
変動パターンに沿って凹凸模様を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも、基体層(3)を形成する円環状基体層流路(13)と該基体層(3)の外側に加飾層(2
)を形成する加飾層流路(12)を有する多層共押出し成形用ダイス(11)を用い、基体層(3)に
加飾層(2)を積層したチューブ体(1)を引取機(22)により伸張をさせながら成形する方法に
おいて、前記加飾層(2)を形成する加飾層樹脂には、ダイス出口(16)でダイスエル効果が
十分発揮される範囲の溶融粘度の高い合成樹脂を使用し、前記加飾層流路(12)における、
円環状基体層流路(13)への合流点(14)直前部分に流路クリアランス(S)を周期状に遮断す
る遮断手段を配設し、前記加飾層樹脂の溶融粘度と、遮断手段による加飾層流路(12)の遮
断の態様と、引取機(22)による引取速度(V)の組み合わせにより、前記加飾層樹脂の流動
態様を前記合流点(14)で多様に変動せしめると共に、ダイス出口(16)における、ダイスエ
ル効果と引取機(22)による伸張効果により加飾層樹脂を突条状に変形せしめ、成形品外表
面に前記流動態様の変動パターンに沿って凹凸模様(M)を形成することを特徴とした合成
樹脂製チューブ体の表面加飾方法。
【請求項２】
加飾層流路(12)を円環状として、遮断手段を遮断リング(17)とした請求項１記載の合成樹
脂製チューブ体の表面加飾方法。
【請求項３】
加飾層樹脂をＭＩが１．０以下の範囲であるポリエチレン樹脂製とした請求項１または２
記載の合成樹脂製チューブ体の表面加飾方法。
【請求項４】
加飾層樹脂をＭＦＲが１．０以下の範囲であるポリプロピレン樹脂製とした請求項１また
は２記載の合成樹脂製チューブ体の表面加飾方法。
【請求項５】
加飾層(2)による突条(2a)の突出高さの最大値を０．０５ｍｍ以上になるようにした請求
項１、２、３または４記載の合成樹脂製チューブ体の表面加飾方法。
【請求項６】
木目調の凹凸模様(M)を現出させた請求項１、２、３、４または５記載の合成樹脂製チュ
ーブ体の表面加飾方法。
【請求項７】
加飾層樹脂を着色樹脂として、凹凸模様(M)に沿って色調変化を現出させた請求項１、２
、３、４、５または６記載の合成樹脂製チューブ体の表面加飾方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合成樹脂の押出成形品であるチューブ体の表面加飾方法に関するものであり
、特に成形により外表面に凹凸模様を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば特許文献１には、木目調模様を有する多層ブロー成形品を連続的に安定して安
価に生産するためのダイス及びブロー成形方法に係る記載があり、着色層の流路に、着色
層樹脂の流入を制限する櫛歯状遮断手段、あるいはダム状遮断手段を配設した多層ブロー
成形用ダイスを用いた成形方法が記載されている。
【特許文献１】特開平１１－４８３２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、押出成形品であるチューブ体の外表面に木目調のような多様な模様を色調だ
けでなく、凹凸によって現出する方法を創出することを課題とし、視覚的には凹凸による
陰影が現出し、指先等を触れることにより触感的にも凹凸が十分に認識される今までにな
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い加飾効果を有するチューブ容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記技術的課題を解決する本発明の内、請求項１記載の発明の方法は、
合成樹脂製チューブ体の表面加飾方法であって、
少なくとも、基体層を形成する円環状基体層流路とこの基体層の外側に加飾層を形成する
加飾層流路を有する多層共押出し成形用ダイスを用い、基体層に加飾層を積層したチュー
ブ体を引取機により伸張させながら成形する方法において、
加飾層を形成する加飾層樹脂には、ダイス出口でダイスエル効果が十分発揮される範囲の
溶融粘度の高い合成樹脂を使用すること、
加飾層流路における、円環状基体層流路への合流点直前部分に流路クリアランスを周期状
に遮断する遮断手段を配設すること、
加飾層樹脂の溶融粘度と、遮断手段による加飾層流路の遮断の態様と、引取機による引取
速度の組み合わせにより、加飾層樹脂の流動態様を合流点で多様に変動せしめると共に、
ダイス出口における、ダイスエル効果と引取機による伸張効果により加飾層樹脂を突条状
に変形せしめ、成形品外表面に流動態様の変動パターンに沿って凹凸模様を形成すること
、
にある。
【０００５】
　本願発明者らは、チューブ体の押出し成形においてさまざまな成形条件で着色した加飾
層による加飾効果を検討をする中で、薄肉に積層する場合に加飾層樹脂の流動態様が合流
点で多様に変動し、基体層との積層界面で加飾層の流動状態に大きな乱れが発生し、この
加飾層の流動状態の乱れに起因する色調変化に係る多様な模様を現出できること、
また、遮断手段で加飾層流路の合流点直前部分の流路クリアランスを周期状に遮断する実
験を行うと、高い溶融粘度（以下、高粘度と記す。）の樹脂の場合には溶融樹脂の流動を
完全には遮断できず、さらにダイス出口でダイスエル効果が発揮され、引取機による伸張
効果が相俟って、上記した積層界面での加飾層の流動状態の大きな乱れに伴なう色調変化
に係る多様な模様に沿って、加飾層が径方向に弾性回復し、突条状に変形すること、を見
出し、上記請求項１記載の発明に至った。
【０００６】
　すなわち、この請求項１の方法は上記した共押出成形における、薄肉に積層される加飾
層の積層界面での流動に係る乱れと、そして高粘度の加飾層樹脂のダイス出口におけるダ
イスエル効果と、引取機による伸張効果を利用したものである。特に合流点直前の流路を
遮断手段で遮断しようとする際には、この高粘度の加飾層樹脂に大きな圧縮力が印加され
、この際に貯蔵された弾性的なエネルギーがダイス出口で解放され大きなダイスエル効果
が発揮され、引取機による伸張効果が相俟って加飾層による突条を顕著に発現させること
ができる。
【０００７】
　なお、加飾層用と基体層の合成樹脂は同種の樹脂とすることにより、接着層を設ける必
要もなく、生産性、成形性の点で有利であるが、用途、性能、外観等を考慮して異種の樹
脂を組み合わせて使用することもできる。
また、加飾層と基体層の間に必要に応じて中間層を形成することもできるが、この場合に
は薄肉の加飾層が中間層に合流状に積層される際における流動の乱れを利用することにな
る。
【０００８】
　また、加飾層の外側に、さらに、低粘度の透明性を有する合成樹脂を極く薄肉に積層す
ることにより、この層がクリアトップ層としての機能を発揮して、容器全体を高品位な光
沢状態とすることができる。
このクリアトップ層は極く薄肉で低粘度の樹脂製であるので、加飾層のダイスエル効果は
このクリアトップ層に阻害されることなく十分発揮され、このクリアトップ層は加飾層の
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突条に沿ってこの加飾層を被覆する。
【０００９】
　請求項２記載の発明の方法は、請求項１記載の発明において、加飾層流路を円環状とし
て、遮断手段を遮断リングとしたこと、にある。
【００１０】
　請求項２記載の上記方法により、加飾層流路を円環状として、遮断手段を遮断リングと
することにより、チューブ体の全周に亘って、加飾層を積層し、凹凸模様を現出させるこ
とができる。
もちろん、加飾層流路の形状により加飾層を周方向の所定部分にだけ積層することも可能
である。
【００１１】
　請求項３記載の発明の方法は、請求項１または２の発明において、加飾層樹脂をＭＩが
１．０以下の範囲であるポリエチレン（以下、ＰＥと記す。）樹脂製としたこと、にある
。
【００１２】
　請求項３記載の上記方法により、加飾層樹脂をＭＩが１．０以下の範囲であるＰＥ樹脂
製とすることにより、遮断手段による圧縮力の印加効果と相俟って、ダイスエル効果を十
分発揮させることができる。
なお、ＭＩが小さすぎると、すなわち溶融粘度が高すぎると凹凸模様が破断する等の成形
の不安定が生じるので、ＭＩの下限は遮断手段による加飾層流路の遮断の態様とも組み合
わせて決める。
【００１３】
　請求項４記載の発明の方法は、請求項１または２記載の発明において、加飾層樹脂をＭ
ＦＲが１．０以下の範囲であるポリプロピレン（以下、ＰＰと記す。）樹脂製としたこと
、にある。
【００１４】
　請求項４記載の上記方法により、加飾層樹脂をＭＦＲが１．０以下の範囲であるＰＰ樹
脂製とすることにより、遮断手段に圧縮力の印加効果と相俟って、ダイスエル効果を十分
発揮させることができる。
なお、ＭＦＲが小さすぎると、すなわち溶融粘度が高すぎると凹凸模様が破断する等の成
形の不安定が生じるので、ＭＦＲの下限は遮断手段による加飾層流路の遮断の態様とも組
み合わせて決める。
【００１５】
　請求項５記載の発明の方法は、請求項１、２、３または４の発明において、加飾層によ
る突条の突出高さの最大値を０．０５ｍｍ以上になるようにしたこと、にある。
【００１６】
　請求項５記載の上記方法により、加飾層による突条の突出高さの最大値を０．０５ｍｍ
以上になるようにすることにより、視覚的には光の方向により陰影が十分に現出し彫刻状
の視覚効果が発揮されると共に、指先等を触れることにより触感的にも凹凸が十分に認識
される。
【００１７】
　請求項６記載の発明の方法は、請求項１、２、３、４または５の発明において、木目調
の凹凸模様を現出させたこと、にある。
【００１８】
　請求項６記載の上記方法により、加飾層用樹脂の溶融粘度、遮断手段による遮断方法、
そして引取速度の組み合わせにより、様々な態様の木目調の模様を現出することができる
。
【００１９】
　請求項７記載の発明の方法は、請求項１、２、３、４、５または６の発明において、加
飾層樹脂を着色樹脂として、凹凸模様に沿って色調変化を現出させたこと、にある。
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【００２０】
　請求項７記載の上記方法により、たとえば基体層樹脂に白色に着色したものを、加飾層
樹脂に赤、青、緑等の有色に着色したものを用いることにより、外表面の凹凸模様に沿っ
て色調変化に係る模様を現出させることができ、また着色部分が浮き上がったような視覚
効果も発揮される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、上記した加飾方法に係るものであり、以下に示す効果を奏する。
　請求項１記載の発明にあっては、
共押出成形における、薄肉に積層される加飾層の界面での流動に係る乱れと、高粘度の加
飾層樹脂のダイスエル特性と、引取機による伸張効果を利用したものであり、合流点直前
の流路を遮断手段で遮断しようとする際には、高粘度の加飾層樹脂に大きな圧縮力が印加
され、この際に貯蔵された弾性的なエネルギーがダイス出口で解放され大きなダイスエル
効果が発揮され、引取機による伸張効果も相俟って、加飾層による突条を顕著に発現させ
ることができる。
【００２２】
　請求項２記載の発明にあっては、加飾層流路を円環状として、遮断手段を遮断リングと
することにより、チューブ体の全周に亘って、加飾層を積層し、凹凸模様を現出させるこ
とができる。
【００２３】
　請求項３記載の発明にあっては、加飾層樹脂をＭＩが１．０以下の範囲であるＰＥ樹脂
製とすることにより、遮断手段による圧縮力印加効果と相俟って、ダイスエル効果を十分
発揮させることができる。
【００２４】
　請求項４記載の発明にあっては、加飾層樹脂をＭＦＲが１．０以下の範囲であるＰＰ樹
脂製とすることにより、遮断手段による圧縮力印加効果と相俟って、ダイスエル効果を十
分発揮させることができる。
【００２５】
　請求項５記載の発明にあっては、加飾層による突条の突出高さの最大値を０．０５ｍｍ
以上とすることにより、光による陰影が十分に現出して彫刻状の視覚効果が発揮されると
共に、指先等を触れることにより触感的にも凹凸が十分に認識される。
【００２６】
　請求項６記載の発明にあっては、加飾層樹脂の溶融粘度、遮断手段による遮断態様、そ
して引取速度の組み合わせにより、様々な態様の木目調の模様を現出することができる。
【００２７】
　請求項７記載の発明にあっては、外表面の凹凸模様に沿って色調変化に係る模様を現出
させることができ、また着色部分が浮き上がったような視覚効果も発揮される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。
図１は本願の加飾方法によって加飾されたチューブ体１の一端にヘッド部４を取り付けた
チューブ容器の正面図（写真）、図２は図１中のＡ－Ａ線近傍の拡大正面図、図３は図２
中のＡ－Ａ線に沿って容器の外表面の凹凸状態を、胴部壁を平断面状にして示す説明図で
ある。
なお、このチューブ容器の底部はまだシールをしない開放状態である。
【００２９】
　チューブ体１は共にＰＥ樹脂製の加飾層２と基体層３の積層体であり、基体層３は白色
に着色され、その層厚さの平均値は０．４５ｍｍであり、機械的強度、耐薬品性等のチュ
ーブ体としての基本的な機能を担う。
また、加飾層２は赤、青、緑等の有色に着色され、この加飾層２により木目調の模様が全
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周に亘って現出している。
【００３０】
　さらにこの模様を詳細に見ると、図２と図３から判るように、加飾層２は平坦な基体層
３の外表面に多数の突条２ａを形成し、この多数の突条２ａが外表面全体に少し縦方向に
引き伸ばされたネットワークを形成し、凹凸模様Ｍが現出している。そしてこの突条２ａ
の突出高さは、０．２～０．３ｍｍ程度であり、視覚的には光による陰影が現出し、指先
等を触れることにより触感的にも凹凸模様Ｍが十分に認識される。
【００３１】
　図４は上記したチューブ体１の押出成形装置に係る概略説明図であり、この図４に示さ
れる成形装置は加飾層２と基体層３を積層したチューブ体を共押出成形するためのダイス
１１と、冷却賦形部２１と、引取り機２２とから構成されている。
【００３２】
　ダイス１１には、円環状の加飾層流路１２と円環状基体層流路１３が配設されており、
基体層樹脂は押出機からなる樹脂供給装置（図示省略）から供給口１３ａに供給され、加
飾層樹脂は押出機３１とアキュムレータ３２から構成される樹脂供給装置３０から、プラ
ンジャ３３の動作により供給口１２ａに供給される。
そして、各供給口１２ａ、１３ａに供給された各樹脂は加飾層流路１２と円環状基体層流
路１３を流動し、合流点１４で合流、積層し、さらに下流に形成される円環状の合流路１
５を経て円筒状積層体としてダイス出口１６から押し出される。
【００３３】
　そして、この円筒状積層体は、引取り機２２により伸張され、縮径、及び層厚を減少し
ながらフォーマー２１ａを介して冷却賦形部２１に進入し、水冷等の手段により軸心１８
の径にサイジングされチューブ体１が成形される。
【００３４】
　図５は図４中、一点鎖線の円で囲った合流点１４近傍の拡大図であり、加飾層流路１２
の遮断手段である遮断リング１７の配設状態（図４では図示を省略している。）を縦断し
て示す概略説明図である。この遮断リング１７は、左右方向に摺動可能に配設され、合流
点１４直前の加飾層流路１２の流路クリアランスＳを制御するものである。
【００３５】
　［実施例］
図４、５に示した装置を用い、図１に示される外表面が加飾されたチューブ体１の押出成
形する場合には、下に示す合成樹脂を使用し、遮断リング１７により周期的に流路を遮断
して、引取機２２の引取り速度Ｖを調整して引き延しながらチューブ体を押出成形する。
基体層樹脂　ＰＥ（ＭＩ１．９）＋白色マスターバッチ
加飾層樹脂　ＰＥ（ＭＩ０．４）＋着色マスターバッチ
【００３６】
　ＰＥ樹脂製の加飾層樹脂のＭＩが０．４程度と、高粘度の場合には遮断リング１７より
流路は完全に遮断することは困難であり、溶融樹脂は高い圧縮力下、極く僅かな隙間を流
動することにより、大きな流動の乱れが発生した状態で合流点１４で基体層１３に積層さ
れ、ダイス出口１６では、遮断リング１７部分で貯蔵された弾性的なエネルギーが解放さ
れ大きなダイスエル効果が発揮され、加飾層２による突条２ａが形成され、さらに引取り
機２２による伸張効果が相俟って図１に見られる木目調（縦方向に伸長したネットワーク
状）の凹凸模様が形成される。
【００３７】
　以上、実施例に沿って本発明の実施の形態を説明したが、本発明の作用効果はこれら実
施例に限定されものではない。
たとえば、上記実施例では省略したが、加飾層２外側にさらにＭＩが１０程度の低粘度の
無着色のＰＥを薄肉に、加飾層２による凹凸模様Ｍに沿って積層することもでき、このＰ
Ｅ樹脂による層がクリアトップ層としての機能を発揮して、容器全体を高品位な光沢状態
とすることができる。
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【００３８】
　また、使用する合成樹脂はＰＥ樹脂に限定されず、ＰＰ樹脂等さまざまな合成樹脂を使
用することがき、異種の合成樹脂を積層することもできる。また、ダイの構造、遮断手段
により流路クリアランスの時間的な変動パターンも様々に組み合わせることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明のチューブ体の表面加飾方法は上記説明したようなものであり、加飾層により形
成される突条により、視覚的には凹凸による陰影が現出し、指先等を触れることにより触
感的にも凹凸が十分に認識されると云う、今までにない加飾効果を有するものであり、チ
ューブ容器等の分野で幅広い用途展開が期待される。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の加飾方法により加飾されたチューブ体を用いたチューブ容器の正面図で
ある。
【図２】図１中のＡ－Ａ線近傍の拡大正面図である。
【図３】図２中のＡ－Ａ線に沿って容器の外表面の凹凸状態を、胴部壁を平断面状にして
示す説明図である。
【図４】本発明の加飾方法に係る押出成形装置の一例を示す概略説明図である。
【図５】遮断手段の配設状態を縦断して示す概略説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
１　；チューブ体
２　；加飾層
２ａ；突条
３　；基体層
４　；ヘッド部
１１；ダイス
１２；加飾層流路
１２ａ；供給口
１３；円環状基体層流路
１３ａ；供給口
１４；合流点
１５；合流路
１６；出口
１７；遮断リング（遮断手段）
１８；軸心
２１；冷却賦形部
２１ａ；フォーマー
２２；引取機
３０；樹脂供給装置
３１；押出機
３２；アキュムレータ
３３；プランジャ
Ｖ　；引取り速度
Ｍ　；模様
Ｓ　；クリアランス
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